
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              「全国社会保険労務士会連合会（連合会）」は、令和５年３月上旬に、労働・社会

保障制度及び人事労務の実務に携わる社会保険労務士の視点に基づく提言として、「人を大切にする企業と社会

の実現に向けて」（政策提言・宣言）を公表しました。その趣旨・ポイントを紹介させていただきます。 

□ 本件は多様で柔軟な働き方の創造、導入及び浸透を目的に、働き方改革の専門家とし

ての実務・知見に基づいた提言及び宣言を行うものである。 

□ この提言の取りまとめにあたっては、全国の社会保険労務士（社労士）から広く意見

募集を行い、現行法制度において改善すべきと思われる点として、17 項目〔大別６項

目〕の提言を取りまとめた。 
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障害者雇用率の引き上げが決定（令和６年４月～） 

人を大切にする企業と社会の実現に向けて提言・宣言 

 

障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強

化が実施されることが決まりました。ポイントを確認しておきましょう。 
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★非常に重要な改正です。詳しく内容を知りたいときは、気軽にお声掛けください。 

特に、新たに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」となる可能性がある場合（常時使用する労働者数が

40 人前後である場合）には、無視することができない改正です。 

･･･････････････････････････障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント････････････････････････ 

その１ 障害者雇用率（障害者の法定雇用率）が段階的に引き上げられます。〔令和６年４月から段階的に施行〕 

◆障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて（厚労省の資料より）◆ 

４ 
2023 

事 務 所 通 信 

その２ 除外率が引き下げられます。〔令和７年４月施行〕 

その３ 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。 

    ・精神障害者の算定特例の延長〔令和５年４月施行〕 

・一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率への算定〔令和６年４月施行〕 

その４ 障害者雇用のための事業主支援の強化（助成金の新設＊・拡充）を行います。 

＊雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の

新設を予定                     〔令和６年４月施行〕 



□ また、「働く」ことの価値観や働き方などが多様化するなか、社労士は人的資本経営

の専門家であることを宣言している。 

＜全体像＞ 

  

  労働・社会保険、労務管理に関する相談などがあれば、気軽にお声掛けください。 
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4/10 ● ３月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 4/17 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

5/1 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● ３月・８月・11 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告（１月～３月分）の提出期限 

 

雇用関係助成金ポータルがオープン 電子申請できる助成金の対象が拡大 

厚生労働省から、「雇用関係助成金ポータル」がオープンするとのお知らせがありました。これにより、

電子申請できる雇用関係助成金の対象が、令和５年４月から２段階で拡大されます。同省がその周知のために

作成したリーフレットの一部を紹介します。 

･･･････････････雇用関係助成金を電子申請しませんか？（厚労省のリーフレット）の一部･･････････････ 

★今回の「電子申請できる雇用関係助成金の対象の拡大」は、社会保険労務士による申請にも対応しています。

必要であればお声掛けください。 

 

お仕事 

カレンダー 

４月 

㊟ 電子申請には「Ｇビズ

ＩＤ」の申請・取得が必要

です。（事業主が社会保険

労務士や弁護士等の代理

人に電子申請を依頼する

場合も「ＧビズＩＤ」の申

請・取得が必要です。） 

〈補足〉紙での申請や、既

に実施されている他の電

子申請（雇用調整助成金・

産業雇用安定助成金の電

子申請、特定求職者雇用開

発助成金の電子申請）も引

き続き利用できます。 


